
高知県宿毛市地域おこし協力隊募集要項（商工振興） 

 

宿毛市は、人口約１８，０００人。四国の西南地域に位置し、黒潮と四国山地が育む風土は

温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、一年を通じてとても暮らしやすいところです。また、森林

率８４％を誇る山林は銘木と名高い幡多ヒノキの一大産地であり、沖合の沖の島は昔ながらの

石段と石垣による美しい街並みを形成しており、さらにその周辺は国内有数のダイビングスポ

ットがあります。このような自然の恵み豊かな美しい景観を保つ一方で、他の地方都市と同じ

ように、少子高齢化や人口減少、空き店舗の増加などが課題となっております。 

そこで市と民間企業が連携し、地域外から意欲ある人材を受け入れ、新たな視点・発想によ

り地域資源等の魅力を再発見し、宿毛市の空き店舗の利活用による地域再生を図ることを目的

に地域おこし協力隊を募集します。 

 

１．◆活動内容 

 

宿毛市の商工振興に関わる以下のような業務に、受け入れ側の課題と連携しながら取り組ん

でもらいます。単なる実務ではなく、地域の中に入って一緒に考え、提案し、作っていくこと

を期待しています。 

 

【1 年目】 

ア　商工会議所や不動産事業者等と連携し、商業系市街地を中心とした市内にある空き店舗

情報を調査し一元化を行い、チャレンジショップ等に活用可能な空き店舗等の情報を発信

できるように整理する。【中心市街地活性化・移住促進】 

イ　宿毛市商業系市街地振興計画に基づくアクションプランとして掲げられていた実施事

業について、効果的に事業を継続していくための支援を行う。【中心市街地活性化】 

【2 年目】（予定） 

ウ　市内で創業を検討している方の相談窓口となり、空き店舗所有者とのマッチングを行う。

【中心市街地活性化・移住促進】 

エ　廃校となった校舎や空き店舗などの地域資源を活用するためのニーズ調査・企画提案を

行う。【中心市街地活性化・移住促進】 

【3 年目】（予定） 

オ　活動により得た情報を有効に活用し、市内事業者や地域住民を巻き込むイベント等を企

画・立案し、地域の魅力を市外へ発信する事業を実施する。【地域経済の活性化】 

カ　観光振興に関する協力隊員と連携し、地域活性化に資するイベント等の企画・立案等を

行う。 

キ　市内空き店舗を活用したチャレンジショップの運営若しくは後継者に悩む市内事業者

からの事業承継の検討等を通じ、卒業後も宿毛に定住し地域を活性化していくために必要

なノウハウを習得する。【卒業後の定住】 

【通年】 

ク　SNS 等を活用した商工振興に関する情報発信を行う。 

ケ　その他、宿毛市振興計画等の市の施策目標等を達成するために必要な活動を行う。 

※ア、ウの空き店舗情報の収集やマッチングは通年で行う。　  



※事業の進捗状況により、実施年の変更も可能。 

これらの活動を通じて、地域にとっても、本人にとっても価値のある“商工振興の担い手”

となることを目指します。 

 

2．応募資格　 

　（１）３大都市圏をはじめとする都市地域等から宿毛市へ住民票を異動させて生活が　　　

できる方 

　（２）パソコンの一般的な操作ができる方 

（３）地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、精力的に活動できる方 

　（４）心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方 

　（５）年齢２０歳以上、概ね５０歳までの方（性別は問いません） 

　（６）協力隊員の任期終了後も宿毛市に定住する意思のある方 

　（７）普通自動車運転免許を取得し、日常的に利用されている方 

　（８）勤務先企業の就業規則等を遵守し勤務命令等に従うことができる方 

（９）地方公務員法に規定する欠格条項に該当しない方 

３．募集人員　１名 

４．勤務地（活動地域）　宿毛市内全域 

５．勤務日数、時間 

活動日数　原則週４日 

　　活動時間　原則８時３０分から１７時１５分まで（１日７時間４５分） 

　　※夜間、土日等の休日勤務は、週勤務時間内で振替対応となります。 

６．雇用期間 

（ア）任用の日から当該年度の末日とし、最長３年まで延長することができるものとします。 

（イ）協力隊員としてふさわしくないと判断したとき等は、雇用期間中であっても雇用を 

　　　取り消すことができるものとします。 

７．雇用形態 

　合同会社ドラマチックが雇用し、市長が協力隊員に委嘱します。 

８．賃金・待遇 

　月　　額：196,640 円程度（１年目）　※宿毛市の会計年度任用職員の支給基準と同水準 

手　　当：期末手当、勤勉手当、通勤手当あり 

　昇　　給：着任年数に応じた昇給あり 

　家賃補助：月額 4０，０００円を上限に補助 

引越費用：上限２００，０００円まで実費補助（引越事業者への委託に限る） 

退職手当：なし 

社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入 

副　　業：可（本業務に支障のない範囲で、事前に受託者の承諾が必要） 

※　上記金額より税、社会保険料等の自己負担分が差し引かれます。 

９．応募手続 

　（ア）申し込み 

　　　下記フォームより申し込みください。 

　　　https://x.gd/cwWPy 



（イ）お問い合わせ先 

　　　〒788-0001　高知県宿毛市中央 3-1-3 

合同会社ドラマチック 

℡　0880-79-0563（林邸内）　メールアドレス　welcome＠drmt.info 

１０．選考 

　　（１）第１次選考 

　　　　　書類選考の上、結果を応募者全員に文書で通知します。 

　　（２）最終選考 

　　　　　第１次選考合格者を対象に最終選考試験を行います。日時及び会場等の詳細につ　　　

いては、第１次選考結果の通知の際にお知らせします。なお、最終選考試験に要する

交通費及び宿泊費等は個人負担となります。ただし、現地に来ることが困難な場合は

オンライン面談も可能とします。 

　　（３）最終選考結果の報告 

　　　　　最終選考結果は、文書で全員に通知します。 

※住民票の異動は必ず雇用日以降に行ってください。それ以前に住所を異動させると

応募対象者でなくなり採用取り消しとなる場合があります。 

 

１１．その他　地域おこし協力隊を卒業後、宿毛市にて起業される方を対象に、起業支援金と

して最大 100 万円の補助制度を設けております。（補助対象等の条件あり）


